
昭
和
四
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号

首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

首
都
圏
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
首
都

圏
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
地
方
債
利
子
補
給
金
の
交
付
の
申
請
等
）

第
一
条
　
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
債
の
利
子
補
給

を
受
け
よ
う
と
す
る
都
府
県
の
知
事
は
、
毎
年
当
該
地
方
債
の
利
子
の
支
払
の
期
日
が
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
に
到
来
す
る
分
に
つ
い
て
は
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
到
来
す
る
分
に

つ
い
て
は
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
別
記
様
式
に
よ
る
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
子
の
支
払
の
期
日
が
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
に
到
来
す
る
分
に
つ
い
て
は
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
十
月
一
日
か
ら
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
到
来
す
る
分
に
つ
い
て
は
四
月
三
十
日
ま
で
に
当
該
利
子
補
給
金
を
当
該
都
府
県
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
の
種
類
ご
と
の
都
府
県
の
数
値
）

第
二
条
　
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
当
該
事
業
ご
と
の
当
該
都
府
県
の
数
値
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
標
準
負
担
額
に
係
る
特
定
市
町
村
の
数
値
）

第
三
条
　
令
第
八
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
標
準
負
担
額
に
係
る
特
定
市
町
村
の
数
値
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
の
算
定
方
法
）

第
四
条
　
毎
年
度
四
月
二
日
以
後
に
お
け
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
の
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
法
第
五
条
第
一
項
の

式
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
の
算
定
方
法
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
ま
ま
市
町
村
の
区
域
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
各
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
を
当
該
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
に
合
算
す

る
も
の
と
す
る
。

二
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
市
町
村
を
分
割
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
を
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
整
備
計
画
等
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
計
画
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
区
域
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域
と
な
つ
た
も
の
と
そ
の
他
の
も
の
と
の
人
口
の
割
合
に
応
ず
る
よ
う
に
あ
ん
分
し
て
得
た
額
を
当
該
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
に
合
算

す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
増
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
前
に
お
い
て
そ
の
区
域
の
属
し
て
い
た
市
町
村
（
以
下
本
号
中
「
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
当
該
境
界
変
更
前
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
を
関

係
市
町
村
の
整
備
計
画
等
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
区
域
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域
と
な
つ
た
も
の
と
そ
の
他
の
も
の
と
の
人
口
の
割
合
に
応
ず
る
よ
う
に
あ
ん
分
し
て
得
た
額
を
当
該
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
に
合

算
す
る
も
の
と
す
る
。

四
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
減
じ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
を
当
該
境
界
変
更
前
の
市
町
村
の
整
備
計
画
等
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
区
域
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域

以
外
の
区
域
と
な
つ
た
も
の
と
そ
の
他
の
も
の
と
の
人
口
の
割
合
に
応
ず
る
よ
う
に
あ
ん
分
し
て
得
た
額
を
当
該
市
町
村
の
特
定
事
業
に
係
る
負
担
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
普
通
交
付
税
の
額
）

第
五
条
　
毎
年
度
四
月
二
日
以
後
に
お
け
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
負
担
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
算
定
の
基
礎
と
な
る
当
該
市
町
村
に
係
る
普
通
交
付
税
の
額
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
額
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
等
の
算
定
方
法
）

第
六
条
　
昭
和
三
十
八
年
度
以
降
の
各
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
お
け
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
に
つ
い
て
、
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
負
担
額

及
び
財
政
力
指
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
の
基
礎
と
な
る
当
該
市
町
村
に
係
る
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
本
条
中
「
当
該
年
度
」
と
い
う
。
）
の
基
準
財
政
収
入
額
若
し
く
は
児
童

手
当
特
例
交
付
金
（
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
手
当
特
例
交
付
金
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
別
と
ん
譲
与

税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
三
項
の
市
に
あ
つ
て
は
、
児
童
手
当
特
例
交
付
金
、
特
別
と
ん

譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収
入
見
込
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
は
、
当
該
廃

置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
ま
ま
市
町
村
の
区
域
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
各
市
町
村
の
当
該
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政

収
入
額
若
し
く
は
児
童
手
当
特
例
交
付
金
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
収
入
見
込
額
又
は
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
基
準
財
政
需
要
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。

二
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
市
町
村
の
区
域
を
分
割
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
後
の
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
地
方
交
付
税
法
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
つ
て
そ

れ
ぞ
れ
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
増
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
に
お
け
る
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
若
し
く
は
児
童
手
当
特
例
交
付
金
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、

自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
収
入
見
込
額
又
は
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
に
当
該
境
界
変
更
に
係
る
区
域
を
基
礎
と
す

る
独
立
の
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
地
方
交
付
税
法
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
つ
て
計
算
し
た
基
準
財
政
収
入
額
若
し
く
は
児
童
手
当
特
例
交
付
金
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
自
動
車

重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
の
収
入
見
込
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
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四
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
減
じ
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
後
の
当
該
市
町
村
が
当
該
年
度
の
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
地
方
交
付
税
法
第
九
条
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
計
算

す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
財
政
力
指
数
）

第
七
条
　
昭
和
三
十
九
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
け
る
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
、
又
は
境
界
が
変
更
さ
れ
た
市
町
村
の
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
本
条
中
「
当

該
年
度
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
翌
翌
年
度
ま
で
の
法
第
五
条
第
一
項
の
式
に
規
定
す
る
財
政
力
指
数
は
、
年
度
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
当
該
年
度
及
び
当
該
年
度
の
翌
年
度
　
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
当
該
年
度
の
同
法
第
十
一
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準

財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値

二
　
当
該
年
度
の
翌
翌
年
度
　
前
号
の
数
値
及
び
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
二
分
の
一
の
数
値

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
月
一
〇
日
自
治
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
三
月
二
四
日
自
治
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
九
日
自
治
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
八
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
三
日
自
治
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
二
二
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
二
八
日
自
治
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
八
月
二
二
日
自
治
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
三
日
自
治
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
八
日
自
治
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
四
日
自
治
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
二
一
日
自
治
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
一
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
五
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
七
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
七
日
総
務
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
及
び
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

（
百
分
比
）

事

業

の

種

類

近
郊
整
備
地
帯
（
区
域
）
関
係
都
府
県

都
市
整
備
区
域

関
係
県

都
市
開
発
区
域
関
係
都
府
県

都
府
県

名

茨
城

埼
玉

千
葉

東
京

神

奈

川

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

愛
知

三
重

茨
城

栃
木

群
馬

埼
玉

山
梨

福
井

三
重

滋
賀

京
都

兵
庫

和
歌
山

富
山

石
川

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

補

助

事
業

公
営
住

宅
建
設

事
業

０

．

０

３

７

０

．

２

１

６

０

．

１

４

８

０

．

１

７

１

０

．

３

４

４

０

．

０

７

５

０

．

３

７

７

０

．

０

４

２

０

．

１

８

２

０
．
１

６
５

０
．
０

５
２

０
．
１

４
０

０

．

１

７

５

０

．

１

４

１

０

．

０

２

７

０

．

０

５

２

０
．
１

６
０

０
．
１

１
０

０
．
２

０
３

０
．
０

３
３

０
．
０

８
５

０
．
１

４
４

０
．
１

２
８

０
．
１

３
１

０

．

０

７

４

０

．

１

６

９

０
．
２

２
４

０
．
０

４
２

住
宅
地

区
改
良

事
業

０

．

０

０

３

０

．

０

２

０

０

．

０

１

４

０

．

０

１

８

０

．

０

３

６

０

．

０

０

７

０

．

０

４

０

０

．

０

０

４

０

．

０

１

７

０
．
０

１
６

０
．
０

０
５

０
．
０

１
３

０

．

０

１

６

０

．

０

１

３

０

．

０

０

２

０

．

０

０

５

０
．
０

１
５

０
．
０

１
０

０
．
０

１
９

０
．
０

０
３

０
．
０

０
８

０
．
０

１
３

０
．
０

１
２

０
．
０

１
２

０

．

０

０

７

０

．

０

１

６

０
．
０

２
１

０
．
０

０
４

道
路
整

備
事
業

０

．

３

２

０

１

．

８

８

１

１

．

２

９

４

１

．

３

５

１

２

．

７

１

８

０

．

６

５

４

２

．

９

７

２

０

．

３

６

１

１

．

５

９

０

１
．
４

３
５

０
．
４

５
４

１
．
２

１
７

１

．

５

２

５

１

．

２

２

８

０

．

２

４

０

０

．

４

５

４

１
．
３

９
４

０
．
９

５
９

１
．
７

６
４

０
．
２

９
１

０
．
７

４
７

１
．
２

５
８

１
．
１

１
４

１
．
１

４
１

０

．

６

４

６

１

．

４

６

６

１
．
９

５
４

０
．
３

６
９

港
湾
整

備
事
業

０

．

２

３

２

０

．

３

９

９

０

．

２

８

３

０

．

０

６

９

０
．
１

８
０

０
．
１

１
３

０
．
２

５
５

０
．
２

９
３

０
．
１

６
２

０
．
３

３
１

０
．
２

２
１

０
．
０

８
３

０
．
２

６
０

０
．
２

４
５

０
．
２

０
４

０
．
３

３
３

０
．
１

０
３

漁
港
整

備
事
業

０
．
０

１
９

０
．
０

１
２

０
．
０

２
６

０
．
０

３
０

０
．
０

１
７

０
．
０

３
５

０
．
０

２
３

０
．
０

０
８

０
．
０

２
７

０
．
０

２
５

０
．
０

２
２

０
．
０

３
５

０
．
０

１
０

河
川
事

業

０

．

１

０

４

０

．

６

１

１

０

．

４

２

０

０

．

２

３

８

０

．

４

７

９

０

．

２

１

３

０

．

５

２

４

０

．

１

１

７

０

．

５

１

６

０
．
４

６
６

０
．
１

４
７

０
．
１

１
５

０

．

１

４

５

０

．

１

１

６

０

．

０

２

２

０

．

０

４

３

０
．
１

３
２

０
．
０

９
１

０
．
１

６
８

０
．
０

２
８

０
．
０

７
１

０
．
１

１
９

０
．
１

０
６

０
．
１

０
９

０

．

０

６

１

０

．

１

３

９

０
．
１

８
５

０
．
０

３
５

都
市
公

園
事
業

０

．

０

０

１

０

．

０

０

５

０

．

０

０

４

０

．

０

０

４

０

．

０

０

８

０

．

０

０

２

０

．

０

０

９

０

．

０

０

１

０

．

０

０

４

０
．
０

０
４

０
．
０

０
１

０
．
０

０
３

０

．

０

０

４

０

．

０

０

３

０

．

０

０

１

０

．

０

０

１

０
．
０

０
３

０
．
０

０
２

０
．
０

０
５

０
．
０

０
１

０
．
０

０
２

０
．
０

０
３

０
．
０

０
３

０
．
０

０
３

０

．

０

０

２

０

．

０

０

４

０
．
０

０
５

０
．
０

０
１

直

轄

事
業

道
路
整

備
事
業

０

．

２

５

１

１

．

４

７

５

１

．

０

１

５

０

．

５

７

５

１

．

１

５

７

０

．

５

１

３

１

．

２

６

５

０

．

２

８

３

１

．

２

４

７

１
．
１

２
６

０
．
３

５
６

０
．
９

５
５

１

．

１

９

６

０

．

９

６

３

０

．

１

８

８

０

．

３

５

６

１
．
０

９
３

０
．
７

５
２

１
．
３

８
４

０
．
２

２
８

０
．
５

８
６

０
．
９

８
６

０
．
８

７
４

０
．
８

９
５

０

．

５

０

７

１

．

１

５

０

１
．
５

３
３

０
．
２

９
０
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港
湾
整

備
事
業

０

．

３

９

９

０

．

４

１

１

０

．

２

９

２

０

．

１

１

９

０
．
３

０
８

０
．
１

９
３

０
．
４

３
８

０
．
５

０
２

０
．
２

７
８

０
．
５

６
７

０
．
３

７
８

０
．
１

４
３

０
．
４

４
６

０
．
４

２
１

０
．
３

５
０

０
．
５

７
２

０
．
１

７
７

河
川
事

業

０
．
６

７
７

０
．
２

１
４

０
．
５

７
４

０

．

７

１

９

０

．

５

７

９

０

．

１

１

３

０

．

２

１

４

０
．
６

５
８

０
．
４

５
２

０
．
８

３
３

０
．
１

３
７

０
．
３

５
２

０
．
５

９
３

０
．
５

２
６

０
．
５

３
９

０

．

３

０

５

０

．

６

９

２

０
．
９

２
２

０
．
１

７
４

別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

特
定
市
町
村

数
値

茨
城
県

古
河
市

０
．
６
９

石
岡
市

０
．
４
７

常
総
市

０
．
６
５

常
陸
太
田
市

０
．
３
７

鹿
嶋
市

０
．
６
０

か
す
み
が
う
ら
市

０
．
６
７

栃
木
県

鹿
沼
市

０
．
５
９

大
田
原
市

０
．
６
０

那
須
塩
原
市

０
．
３
３

さ
く
ら
市

０
．
５
９

群
馬
県

高
崎
市

０
．
７
０

藤
岡
市

０
．
６
３

み
ど
り
市

０
．
７
０

埼
玉
県

川
口
市

０
．
５
７

秩
父
市

０
．
５
６

本
庄
市

０
．
６
１

深
谷
市

０
．
５
２

横
瀬
町

０
．
５
９

皆
野
町

０
．
３
２

千
葉
県

成
田
市

０
．
６
４

君
津
市

０
．
３
０

富
津
市

０
．
２
８

袖
ヶ
浦
市

０
．
５
３

東
京
都

三
鷹
市

０
．
２
０

神
奈
川
県

横
浜
市

０
．
３
３

川
崎
市

０
．
１
５

相
模
原
市

０
．
６
９

福
井
県

永
平
寺
町

０
．
４
０

南
越
前
町

０
．
２
５

越
前
町

０
．
２
３

山
梨
県

中
央
市

０
．
６
４

長
野
県

上
田
市

０
．
４
０

伊
那
市

０
．
６
７

岐
阜
県

高
山
市

０
．
３
６

関
市

０
．
６
６

中
津
川
市

０
．
４
３

4



恵
那
市

０
．
３
８

山
県
市

０
．
４
４

本
巣
市

０
．
５
９

関
ヶ
原
町

０
．
６
８

揖
斐
川
町

０
．
３
７

八
百
津
町

０
．
６
１

静
岡
県

森
町

０
．
６
７

愛
知
県

名
古
屋
市

０
．
２
５

豊
田
市

０
．
６
９

新
城
市

０
．
５
４

三
重
県

伊
勢
市

０
．
３
５

い
な
べ
市

０
．
１
６

滋
賀
県

甲
賀
市

０
．
２
９

多
賀
町

０
．
５
２

京
都
府

京
都
市

０
．
２
８

福
知
山
市

０
．
５
２

綾
部
市

０
．
６
３

宮
津
市

０
．
６
５

南
丹
市

０
．
５
６

大
阪
府

堺
市

０
．
６
９

東
大
阪
市

０
．
６
６

守
口
市

０
．
５
２

兵
庫
県

神
戸
市

０
．
４
１

芦
屋
市

０
．
２
４

西
宮
市

０
．
３
７

尼
崎
市

０
．
１
９

宍
粟
市

０
．
３
５

奈
良
県

桜
井
市

０
．
６
４

五
條
市

０
．
６
９

生
駒
市

０
．
６
０

宇
陀
市

０
．
６
６

斑
鳩
町

０
．
７
０

明
日
香
村

０
．
２
３

吉
野
町

０
．
５
３

下
市
町

０
．
６
１

和
歌
山
県

有
田
川
町

０
．
３
４

日
高
川
町

０
．
４
５

そ
の
他
の
市
町
村

１
．
０
０

5



別
記
様
式
（
第
１
条
関
係
）

文 書 番 号

平成 年 月 日

総務大臣 氏 名 殿

都（府県）知事 氏 名 印

首都圏等整備事業債利子補給金交付申請書

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊製備地帯等の整備のための国の財政上の特別

措置に関する法律（昭和41年法律第114号） 第３条の規定により、首都圏等整備

上期事業債の平成 年度 分利子補給金として下記の金額を交付されたく、別紙下期

書類を添えて申請します。

記

金 千円
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借 入 先
（引受）

許可
年度

借  入
（発行）

年 月 日

当初借入
（発行）

額○○○

当期の初日に
おける未償還
額

当期の
利子支
払期日

前期の
利子支
払期日

利息の
年　率

当該団体が支払う５分を超
え ７ 分 ま で （ 平 成 ８ 年
度以後許可のものにあつて
は、３分５厘を超え４分５厘まで）
の利息の年率○○○○○○

当期の利子
支払額

当 期 の 当 該 団 体が 支払 う ５
分 を 超 え ７ 分 ま で （ 平
成 ８ 年 度 以 後 許 可 の も の に
あつては、３分5厘を超え４分５厘
ま で ） の 利 息 の 年 率 で 計 算
した利息の額○○○○○○

令第４条
第１項の
数値

利子補給
交付申請
対象額
 ○Ａ×Ｂ

摘  要

別紙

備考　１　「摘要」欄には、起債条件の変更があった場合における理由、内容その他参考となる事項を記載すること。
　　　２　「縁故資金等」には、縁故資金及び公募資金を含むこと。

都（府県）名○○

首
 
都
 
圏
 
等
 
整
 
備
 
事
 
業
 
債

政
府
資
金

縁
故
資
金
等

計

平
成
七
年
度
以
前
許
可
の
も
の

政
府
資
金

縁
故
資
金
等

計

合 計

平
成
八
年
度
以
後
許
可
の
も
の

上期 

下期 
分利子補給金交付申請額内訳 平成    年度 

千円 円 円 分厘毛 円 円 分厘毛 

Ｂ 
Ａ 

小   計 

小   計 

小   計 

小   計 
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